
臨時増刊号

愛媛県農業共済組合

収入保険制度
の導入が決定されました。

政府の農林水産業・
地域の活力創造本部において、青色申告を
行っている農業者を対象とした

収入保険制度
の導入が決定されました。
新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、
平成29年3月15日までに、最寄りの税務署に
青色申告承認申請書を提出する必要があります。
この申請を行えば、平成29年分の所得から、
青色申告を行うことができます。（申告時期は平成30年2～3月）

政府の農林水産業・
地域の活力創造本部において、青色申告を
行っている農業者を対象とした





青色申告承認申請書の書き方

平
成
29
年
1
月
以
降
の
領
収
証
は
、
必
ず
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

※平成29年3月15日までに申請が必要です

☆この申請書は、お電話をいただけたらお届けします。

29

共済　太郎
農　業

「収入保険のこと」とお伝えいただければ、すぐに係が対応します。
書き方や申請のしかたがわからない方は、NOSAIまでお電話ください。

所轄の
税務署名を記入

書類の
提出日

青色申告を
始めたい年

相続は本年中に
無ければ✓

今回が初めての
場合は「無」に✓

65万円控除を受ける
には「複式簿記」に✓

職業や屋号を記入
※屋号がない場合は空欄でかまわない

事業所を持っ
ている場合、
事業所の屋号
と住所を記入

所得の種類
（複数ある場合
はすべてに✓）

本年1月16日以降に
農業を開始した場合
は記入

住民票の住所・TELを記入

65万円控除を受けるには上記8項目に✓

押印する

本 所
西 条 支 所
宇摩出張所
今 治 支 所
周桑出張所

／
／
／
／
／

089－941－8135
0897－55－2955
0896－75－1231
0898－31－2800
0898－64－2055

西 予 支 所
八幡浜出張所
宇和島支所
南宇和出張所

／
／
／
／

0894－62－2123
0894－22－1449
0895－22－3536
0895－72－0201

松 山 支 所
上浮穴出張所
伊 予 支 所
喜多出張所

／
／
／
／

089－941－4623
0892－21－0442
089－982－0534
0893－23－3222


